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証券コード 7527
2024年12月３日

（電子提供措置の開始日2024年11月26日）
株 主 各 位

（本店所在地）
東京都千代田区丸の内一丁目８番１号
（本社事務所）
福岡市中央区天神一丁目12番１号
株 式 会 社 シ ス テ ム ソ フ ト
代表取締役社長 吉 尾 春 樹

第43回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、当社第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第43回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.systemsoft.co.jp/ir/stocks_meeting

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数
ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表
示いただき、2024年12月17日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますよ
うお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2024年12月18日（水曜日）午前10時
2. 場 所 福岡市中央区天神三丁目13番20号

アークホテルロイヤル福岡天神 ３階 孔雀の間
（末尾株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 １．第43期(2023年10月１日から2024年９月30日まで)事業報告、連結

計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第43期(2023年10月１日から2024年９月30日まで)計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。また、紙資源節約のため、議事資料として本「招集ご通知」をお持ちいただき
ますようお願い申しあげます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令および当社定款の規定に基づき、下記
の事項を記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監
査しております。

第43期連結計算書類 連結注記表
第43期計算書類 個別注記表

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取
り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい
ただきます。
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
(1) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、取締役会の監査・監督機能の一

層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、取締役へ業務執行権限の委任
を通じ、意思決定と業務執行を迅速化するため、監査等委員会設置会社へ移行いた
したいと存じます。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等
委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行
うものであります。

(2) 株主総会および取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能
とするため、現行定款第15条（招集権者および議長）および第23条（取締役会の
招集権者および議長）について、所要の変更をお願いするものであります。

(3) その他、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものと

いたします。
（下線は変更部分）

現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則

第１条〜第３条（条文省略） 第１条〜第３条（現行どおり）
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現行定款 変更案
（機関）
第４条 当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。
（1）取締役会
（2）監査役
（3）監査役会
（4）会計監査人

（機関）
第４条 当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。
（1）取締役会
（2）監査等委員会

（削除）
（3）会計監査人

第５条（条文省略） 第５条（現行どおり）
第２章 株式 第２章 株式

第６条〜第12条（条文省略） 第６条〜第12条（現行どおり）
第３章 株主総会 第３章 株主総会

第13条〜第14条（条文省略） 第13条〜第14条（現行どおり）
（招集権者および議長）
第15条 株主総会は、取締役社長がこれを

招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順
序に従い、他の取締役が株主総会を
招集し、議長となる。

（招集権者および議長）
第15条 株主総会は、あらかじめ取締役会が

定めた取締役がこれを招集し、議長と
なる。
2. 当該取締役に事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順
序に従い、他の取締役が株主総会を
招集し、議長となる。

第16条〜第18条（条文省略） 第16条〜第18条（現行どおり）
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会

（員数）
第19条 当会社の取締役は、７名以内とす

る。

（員数）
第19条 当会社の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）は、4名以内とし、監
査等委員である取締役は３名以内とす
る。
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現行定款 変更案
（選任方法）
第20条 取締役は、株主総会において選任す

る。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

3. 取締役の選任決議は、累積投票によ
らないものとする。

（新設）

（選任方法）
第20条 取締役は、株主総会において、監査

等委員である取締役とそれ以外の取
締役とを区別して選任する。

2.（現行どおり）
3.（現行どおり）
4. 会社法第329条第３項の規定に基づ
き選任された補欠の監査等委員であ
る取締役の選任決議の効力は、当該
決議後２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主
総会の開始の時までとする。

（任期）
第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（新設）

（新設）

（任期）
第21条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。
2. 監査等委員である取締役の任期は、
選任後２年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査等委員
である取締役の補欠として選任された
監査等委員である取締役の任期は、退
任した監査等委員である取締役の任期
の満了する時までとする。
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現行定款 変更案
（代表取締役および役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締
役会長、取締役社長各１名、取締役
副会長、取締役副社長、専務取締役、
常務取締役各若干名を定めることがで
きる。

（代表取締役および役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によって取締

役（監査等委員であるものを除く。）
の中から代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取
締役（監査等委員である取締役を
除く。）の中から取締役会長、取締
役社長各１名、取締役副会長、取締
役副社長、専務取締役、常務取締役
各若干名を定めることができる。

（取締役会の招集権者および議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めある

場合を除き、取締役社長がこれを招集
し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、
取締役会においてあらかじめ定めた
順序に従い、他の取締役が取締役会
を招集し、議長となる。

（取締役会の招集権者および議長）
第23条 取締役会は、法令に別段の定めある

場合を除き、あらかじめ取締役会が定
めた取締役（監査等委員である取締役
を除く。）が招集し、議長となる。
2. 当該取締役に事故があるときは、
取締役会においてあらかじめ定めた
順序に従い、他の取締役が取締役会
を招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役および各監査役に対
して発する。ただし、緊急の必要があ
るときは、この期間を短縮することが
できる。
2. 取締役および監査役の全員の同意が
あるときは、招集の手続きを経ないで
取締役会を開催することができる。

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役に対して発する。た
だし、緊急の必要があるときは、この
期間を短縮することができる。
2. 取締役の全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ないで取締役
会を開催することができる。
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現行定款 変更案
第25条〜第26条（条文省略） 第25条〜第26条（現行どおり）

（新設）
（重要な業務執行の決定の委任）
第27条 当会社は、会社法第399条の13第６

項の規定により、取締役会の決議に
よって、重要な業務執行（同条第５
項各号に掲げる事項を除く。）の決
定の全部または一部を取締役に委任
することができる。

（報酬等）
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産
上の利益（以下、「報酬等」という。）
は、株主総会の決議によって定め
る。

（報酬等）
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財
産上の利益（以下、「報酬等」とい
う。）は、監査等委員である取締役
とそれ以外の取締役とを区別して、
株主総会の決議によって定める。

第28条（条文省略） 第29条（現行どおり）
第５章 監査役および監査役会 第５章 監査等委員会

（員数）
第29条 当会社の監査役は、４名以内とす

る。
（削除）

（選任方法）
第30条 監査役は、株主総会において選任す

る。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

（削除）
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現行定款 変更案
（任期）
第31条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとす
る。

（削除）

（常勤の監査役）
第32条 監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。
（削除）

（監査役会の招集通知）
第33条 監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ないで監査役会を開催
することができる。

（削除）

（監査役会規程）
第34条 監査役会に関する事項は、法令また

は本定款のほか、監査役会において
定める監査役会規程による。

（削除）
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現行定款 変更案
（報酬等）
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。
（削除）

（監査役の責任免除）
第36条 当会社は、会社法第426条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる
監査役（監査役であった者を含む。）の
損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除する
ことができる。
2. 当会社は、会社法第427条第１項の
規定により、社外監査役との間に損害
賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づ
く責任の限度額は、法令が定める額と
する。

（削除）

（新設）
（常勤の監査等委員）
第30条 監査等委員会は、その決議によって

常勤の監査等委員を選定することがで
きる。
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現行定款 変更案

（新設）
（監査等委員会）
第31条 監査等委員会の招集の通知は、各監

査等委員に対し、会日の３日前までに
発する。ただし、緊急の時はこの期
間を短縮することができる。
2. 監査等委員全員の同意があるとき
は、招集手続きを経ないで監査等委
員会を開催することができる。

3. 監査等委員会に関する事項は、法令
または本定款のほか監査等委員会の
定める監査等委員会規程による。

（新設）
（決議の要件）
第32条 監査等委員会の決議は、議決に加わ

ることができる監査等委員の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。

第６章 計算 第６章 計算
第37条〜第40条（条文省略） 第33条〜第36条（現行どおり）

（新設） 附 則

（新設）
（監査役の責任免除に関する経過措置）
1．当会社は、2024年12月開催の定時株主総
会終結前の行為に関する会社法第423条第
１項所定の監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度にお
いて、取締役会の決議によって免除するこ
とができる。
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現行定款 変更案

（新設）
2．2024年12月開催の定時株主総会終結前の
監査役（監査役であった者を含む。）の行為
に関する会社法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約については、同定時株
主総会の決議による変更前の定款第36条第
２項の定めるところによる。
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第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社

へ移行いたします。つきましては、取締役6名全員は、会社法第332条第７項第１号の定め
に従い、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決さ

れることおよび同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものと
いたします。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号
ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

１ 吉
よし

尾
お

春
はる

樹
き

（1960年６月２日）

1983 年 ４月 日本電気株式会社入社
1992 年 ７月 当社入社社長付経営企画担当部長
1996 年 ６月 取締役企画部長
2000 年 ６月 常務取締役エンジニアリング事業部長
2003 年 ６月 取締役執行役員常務エンジニアリング事

業部長
2005 年 ４月 取締役執行役員常務ITソリューション事

業部長
2005 年 12月 代表取締役社長
2006 年 12月 代表取締役執行役員社長
2014 年 ９月 アビスパ福岡株式会社取締役（現任）
2017 年 １月 当社取締役会長
2017 年 ４月 株式会社DigiIT（現 SS Technologies

株式会社）取締役（現任）
2017 年 10月 当社代表取締役執行役員社長
2020 年 10月 当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
SS Technologies株式会社取締役

所有する当社の株式数 6,760株
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候補者番号
ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

２ 石
いし

川
かわ

雅
まさ

浩
ひろ

（1969年５月11日）

2000 年 12月 株式会社アパマンショップネットワーク
（現 APAMAN株式会社）入社

2003 年 12月 同社取締役PM事業本部長
2004 年 10月 同社常務取締役AM事業本部長
2005 年 12月 当社取締役
2006 年 ７月 株式会社アパマンショップホールディン

グス（現 APAMAN株式会社）常務取
締役

2007 年 ６月 株式会社アパマンショップネットワーク
（現 Apaman Network株式会社）常
務取締役

2007 年 ６月 株式会社アパマンショップリーシング
（現 Apaman Property株式会社）常務
取締役

2016 年 12月 当社取締役（現任）
2017 年 ４月 株式会社DigiIT（現 SS Technologies

株式会社）取締役
（重要な兼職の状況）
−

所有する当社の株式数 835,800株

３ 大
おお

村
むら

浩
こう

次
じ

（1965年６月29日）

1998 年 10月 アパマンショップ研究会（任意の研究会）
を主催してその主要メンバーの一員とな
る。

1999 年 10月 株式会社アパマンショップネットワーク
（現 APAMAN株式会社）設立代表取締
役社長（現任）

2005 年 ９月 株式会社アパマンショップリーシング
（現 Apaman Property株式会社）代表
取締役社長

2005 年 12月 当社取締役会長
2006 年 ７月 株式会社アパマンショップネットワーク

（現 Apaman Network株式会社）代
表取締役会長

2013 年 １月 当社取締役（現任）
2018 年 12月 Apaman Network株式会社取締役会長

（現任）
（重要な兼職の状況）
APAMAN株式会社代表取締役社長
Apaman Network株式会社取締役会長

所有する当社の株式数 ０株
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候補者番号
ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

※
４

O
お ん ご ー る
ngole P

ぱ ゔ ぁ ん
avan

（1978年 7 月26日）

1997 年 ７月 Infosys in Bangalore, India 入社
2005 年 8 月 Cisco Systems K.K in Japan 入社
2007 年 ９月 オックスフォード大学院（MBA)を取得
2010 年 ２月 DeNA株式会社 入社
2011 年 ７月 ソフトバンク株式会社 入社
2015 年 10月 Airi Capital 設立（現任）
2018 年 ３月 MFV Partners,Partner（現任）
（重要な兼職の状況）
Airi Capital,President
MFV Partners,Partner

所有する当社の株式数 ０株

（注）1. ※は新任の取締役候補者であります。
2．大村浩次氏はApaman Network株式会社の取締役を兼務しており、当社は同社に対し、製品の販

売、ライセンス契約等の取引関係があります。
3. 他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約

に基づき被保険者となります。なお、当該保険契約の概要等は事業報告「４．会社役員に関する事
項(4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、当社は、本議案に係る取締
役の任期中に、当該保険契約を更新することを予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社

へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されるこ

とおよび同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたし
ます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号
ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

※
１

泉
いずみ

和
かず

文
ふみ

（1956年 6 月15日）

1980 年 ４月 株式会社福岡相互銀行（現 株式会社西
日本シティ銀行）入行

2003 年 ７月 同行秘書室長
2005 年 ６月 同行東京事務所長
2010 年 １月 株式会社九州リースサービス出向、CSR

推進室部長
2011 年 ６月 同社入社、監査部長
2014 年 ６月 同社常勤監査役
2019 年 11月 当社入社、管理本部
2024 年 10月 当社内部監査室（現任）
（重要な兼職の状況）
−

所有する当社の株式数 0株
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候補者番号
ふ り が な
氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

※
２

高
た か は し ゆ う じ ろ う

橋 裕次郎
（1950年４月29日）

1978 年 ８月 株式会社辰巳法律研究所
1990 年 ４月 弁護士登録
1991 年 12月 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)
2014 年 12月 当社社外取締役（現任）
2016 年 12月 株式会社アパマンショップホールディン

グス（現 APAMAN株式会社）社外取
締役（現任）

2017 年 ３月 AppBank株式会社社外監査役
（重要な兼職の状況）
高橋裕次郎法律事務所代表弁護士
APAMAN株式会社社外取締役

所有する当社の株式数 13,930株

※
３

浅
あ さ こ ま さ あ き

子 正 明
（1944年11月４日）

1972 年 11月 等松青木監査法人（現 有限責任監査法
人トーマツ）入所

1981 年 ３月 公認会計士登録
1988 年 ７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法

人トーマツ）社員
2009 年 12月 同法人退所
2010 年 １月 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤

務
2013 年 ８月 同勤務退任
2014 年 ６月 サイボー株式会社社外監査役
2015 年 12月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
−

所有する当社の株式数 0株

（注）1. ※は新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 高橋裕次郎および浅子正明の両氏は、社外取締役候補者であります。
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４. 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要は以下のとおりです。
高橋裕次郎氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門
知識ならびに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当社経営に関して客観的な視点から
有益なご意見をいただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
浅子正明氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての長年の経験と幅
広い見識を有しておられることから、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただく
ことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

５. 高橋裕次郎氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
浅子正明氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。

６. 社外取締役候補者である高橋裕次郎および浅子正明の両氏は、当社または当社の特定関係事業者か
ら多額の金銭その他の財産（取締役その他これらに類する者としての報酬等を除く）を受ける予定
はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

７. 当社は、高橋裕次郎および浅子正明の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、法令が規定する額としており、高橋裕次郎および浅子正明の両氏の選任が承認された
場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。

８. 当社は、高橋裕次郎および浅子正明の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、本総
会において選任が承認された場合は、両氏を引き続き独立役員として届け出る予定であります。

９. 当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約
に基づき被保険者となります。なお、当該保険契約の概要等は事業報告「４．会社役員に関する事
項(4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、当社は、本議案に係る取締
役の任期中に、当該保険契約を更新することを予定しております。
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第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が承認された場合、監査等委員会設置会社に移行い

たします。
当社の取締役の報酬額は、2012年12月14日開催の第31回定時株主総会において、年額

282,800千円以内（うち社外取締役分56,000千円以内）と定めており、また、2015年12月25
日開催の第34回株主総会において、当該報酬枠とは別枠にて、年額70,000千円以内の範囲でス
トックオプションとしての新株予約権を報酬等として発行することにつき定めておりますが、こ
れを廃止したうえで新たに監査等委員でない取締役の報酬額を定めることとし、その報酬額を、
これまでの取締役の報酬額を考慮して、年額226,800千円以内（ただし、使用人給与分を含ま
ない。）とさせていただきたいと存じます。
本議案の内容は、実質的に監査等委員会設置会社への移行前の取締役の報酬等と同一の限度を

ご承認いただくことをお願いするものであり、相当であるものと考えております。
本議案に係る取締役の員数は、第１号議案および第２号議案が原案どおり承認可決されますと

４名（監査等委員である取締役を除く。）となります。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決される

ことおよび同議案の決議による定款変更の効力発生を条件として生じるものといたします。

第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社に移

行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任

および経済情勢等諸般の事情を考慮し、監査等委員である取締役の報酬額を年額56,000千円以
内とさせていただきたいと存じます。
本議案は、監査等委員である取締役の職責および報酬額の水準等を勘案し、合理的な範囲で監

査等委員である取締役の報酬枠を決定するものであり、必要且つ相当な内容であると判断してお
ります。
第１号議案および第３号議案が原案どおり承認可決された場合、本議案に基づく決議による報

酬等の支給対象となる監査等委員である取締役は３名となります。
なお、本議案の決議の効力は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決される

ことおよび同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたしま
す。

以 上
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事 業 報 告
（2023年10月１日から）2024年９月30日まで

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

当連結会計年度（2023年10月１日〜2024年９月30日）におけるわが国の経済は、経済活
動の正常化や雇用・所得環境改善、インバウンド消費の増加などを背景に、内需を中心に景気
は緩やかな回復の兆しが見られております。一方で、ウクライナやイスラエルなどによる地政
学的リスクの長期化による資源・原材料・エネルギー価格の高騰、円安による物価上昇に加え、
世界的なインフレに伴う政策金利の引き上げなどによる海外景気が下振れするリスクを抱え国
内景気への影響が懸念されており、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループが属する情報サービス産業におきましては、AIに代表されるデジタル技術の進

展・普及に伴い、あらゆる産業で企業の生産性向上や競争力強化を目的としたIT・DX関連サー
ビスの提供が一層求められております。その一方で、慢性的な人材不足はさらに深刻化してお
り、エンジニアの確保と育成が大きな課題であり、それに関連する費用の高騰等厳しい状況が
続いております。

このような環境の下、積極的な人材確保に伴う採用及び良質なエンジニアの育成に注力し、シ
ステム開発分野全般の整理拡大とサービス価値向上に取り組んでおります。
また、DX領域、RPAソリューション、オープンイノベーションの提供、アライアンスサービ

スや FA（ファイナンシャル・アドバイザリー）などのコンサルティングを加え、今後さらに新
たな価値創造を目指し、企業価値の向上を目指します。
来期以降を見据えて、今期において大きな事業構造の変化とそれにともなう資産等の見直しを

実施しました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比して1,079百万円（31.8％）減

少し2,310百万円、営業損失は415百万円（前連結会計年度は営業利益155百万円）、経常損失
は499百万円（前連結会計年度は経常利益135百万円）となりました。
また、親会社株主に帰属する当期純損失は1,531百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属

する当期純利益93百万円）となりました。
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セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
① テクノロジー事業

Web技術をベースとするシステム開発に強みを持ち、不動産分野、情報通信分野、生損保分
野、教育分野等のお客様に対して長年にわたってシステム開発及びソリューションサービスの
提供を行っております。また、賃貸不動産情報サイトの運営に加え、RPAソリューションサー
ビス、SSクラウドシリーズを含めたSaaSの提供にも注力しております。
当連結会計年度におきましては、継続案件は堅調に推移しましたが、2024年７月８日付で

「会社分割(吸収分割）及び連結子会社の異動(株式譲渡）完了に関するお知らせ」にてお知らせ
しましたとおり、当社の東日本システムソリューション部およびDXサービス推進部が行うソリ
ューション事業の継承(吸収分割）、連結子会社の異動(株式譲渡）が完了しましたので、2024
年7月以降につきましては、東日本ソリューションおよびDXサービス推進部に係る売上等は計
上しておりません。
これらにより、テクノロジー事業の売上高は前連結会計年度に比して853百万円（35.1％）

減少し1,575百万円、セグメント損失は136百万円（前連結会計年度はセグメント利益238百
万円）となりました。

② オープンイノベーション事業
異業種・異分野が持つ技術やアイデア等を取り入れ、スタートアップ企業への事業立ち上げ

等のコンサルティング、イノベーションの場の提供を行っております。
当連結会計年度におきましては、コンサルティング案件が減少したことにより、売上高、セ

グメント利益ともに減少しました。
これらにより、オープンイノベーション事業の売上高は前連結会計年度に比して225百万円

（23.5％）減少し735百万円、セグメント損失は39百万円（前連結会計年度はセグメント利益
50百万円）となりました。

③ その他事業
IoTに関連する商品やサービスの提供事業を行っております。当事業に該当する当社連結子

会社である株式会社Ｓ２ｉは、2023年11月30日付で清算結了した事に伴い、連結の範囲か
ら除外しております。

（2）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
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（3）設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

（4）重要な企業再編等の状況
2024年6月3日開催の取締役会において、当社が、当社の完全子会社であるSS Service株式会

社に対して、吸収分割の方法により、当社の東日本システムソリューション部およびDXサービ
ス推進部におけるソリューション事業に関する権利義務を承継させた上で、株式会社
AGENTSMITH HOLDINGSに対して、SS Service株式会社の全株式を譲渡いたしました。

（5）対処すべき課題
当社グループは、優れたIT技術により、お客様の問題解決に真摯に取り組みお客様、そして社

会に必要とされる会社として貢献することを経営理念として掲げております。
当社グループは、更なる企業価値の向上のため、以下の課題に重点的に取り組んでまいりま

す。
①成長領域への積極進出
収益基盤の継続強化を図るとともに、付加価値の高いサービスの提供、既存顧客への更なる

深耕と新規顧客の開拓による利益の拡大を目指し、安定的な収益性を確保・維持できる体制を
整備します。
②課題解決能力の強化と拡張
社会と顧客の課題に対する洞察力および分析力の向上と、これまでの枠にとらわれない課題

解決手法の提案をします。
③人材の高度化
当社グループの事業では、人材がお客様へ提供する価値の多くを生み出しており、幅広い技

術領域と顧客のビジネスに精通したITエンジニアの確保が必要不可欠です。人材開発や育成に
よる人材の高付加価値化と、報酬水準の見直し、安全衛生等の労働環境の整備を継続すること
で、社員のエンゲージメントを高めるための諸施策を実行してまいります。
④ガバナンス高度化
意思決定の透明性と公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅

速かつ果断な意思決定により、常にコーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みま
す。
⑤事業ポートフォリオ最適化
上記の実現を通して、最小の資本で最大成果を生み出す最適事業構成の追求と中長期的な企

業価値の向上を実現します。
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（6）財産および損益の状況の推移
①企業集団の財産および損益の状況

（単位：千円）

区 分
第 40 期

（2020年10月１日〜
2021年９月30日）

第 41 期
（2021年10月１日〜
2022年９月30日）

第 42 期
（2022年10月１日〜
2023年９月30日）

第 43 期
（当連結会計年度）

（2023年10月１日〜
2024年９月30日）

売 上 高 4,920,126 4,704,404 3,390,566 2,310,898
経常利益又は経常損失(△) 342,682 377,113 135,214 △499,899
親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失(△) 483,312 201,017 93,595 △1,531,607

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 6.15 2.37 1.10 △18.06
総 資 産 7,467,478 7,224,804 6,742,282 5,260,766
純 資 産 5,838,523 5,865,664 5,782,458 4,367,859
（注）1.１株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

2.第41期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用して
おり、第41期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ております。

②当社の財産および損益の状況
（単位：千円）

区 分
第 40 期

（2020年10月１日〜
2021年９月30日）

第 41 期
（2021年10月１日〜
2022年９月30日）

第 42 期
（2022年10月１日〜
2023年９月30日）

第 43 期
（当 事 業 年 度）

（2023年10月１日〜
2024年９月30日）

売 上 高 2,997,660 2,909,603 2,433,483 2,165,241
経常利益又は経常損失(△) 125,647 224,969 △109,780 △339,390
当期純利益又は当期純損失(△) △41,279 73,299 △123,188 △997,637
１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)（円） △0.53 0.87 △1.45 △11.76

総 資 産 6,814,246 6,642,378 6,037,218 4,962,685
純 資 産 5,601,532 5,579,759 5,290,397 4,299,108
（注）1.１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

2.第41期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用して
おり、第41期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ております。
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（7）重要な親会社および子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

SS Technologies株式会社 100百万円 100.0% 不動産DX
システム開発

全管協ポータルサイト株式会社 100百万円 100.0% ポータルサイトの運営

akibaco株式会社 75百万円 67.3% ソリューションサービス

SSサポート株式会社 0円 87.7% 駆け付け事業

（8）主要な事業内容（2024年９月30日現在）
当社はテクノロジーおよびオープンイノベーションを主な事業内容としております。
事業区分別の事業内容は以下のとおりであります。

事業区分 事業内容
テクノロジー システム開発事業

ソリューション事業
RPA・SaaS事業

オープンイノベーション コンサルティング事業
fabbit事業

その他 IoTに関連する商品やサービスの提供事業
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（9）主要な事業所（2024年９月30日現在）
名 称 所 在 地

東 京 本 社 東 京 都 千 代 田 区
福 岡 本 社 福 岡 県 福 岡 市

（10）従業員の状況（2024年９月30日現在）
事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

名 名
テ ク ノ ロ ジ ー 46 50（減）
オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 12 4（減）
そ の 他 0 −

全 社 8 5（減）

合 計 66 59（減）
（注）1.上記従業員数には、他社への出向者（７名）ならびに契約社員等の臨時雇用者数は含んでおりません。

2.減少の主な要因は、2024年７月８日付で会社分割および株式譲渡を行ったためです。

（11）主要な借入先（2024年９月30日現在）
借入先 借入残高

株式会社西日本シティ銀行 50百万円
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2. 会社の株式に関する事項（2024年９月30日現在）
（1）発行可能株式総数 140,000,000株

（2）発行済株式の総数 84,834,140株

（3）株主数 11,416名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Apaman Network 株 式 会 社 11,854,700株 13.97％
Ａ Ｐ Ａ Ｍ Ａ Ｎ 株 式 会 社 8,692,320 10.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,167,900 8.45
丸 山 三 千 夫 2,690,000 3.17
楽 天 証 券 株 式 会 社 1,737,600 2.04
藤 井 英 樹 1,307,600 1.54
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 1,248,848 1.47
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 1,222,300 1.44
丸 山 光 子 1,140,000 1.34
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 1,108,129 1.30
（注） 持株比率は自己株式（32,069株）を控除し、小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。
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3. 新株予約権等の状況
（1）当事業年度末日現在の新株予約権等の状況

回 次
（発行年月日）

新株予約権
の 個 数

目的となる株式
の種類および数

１個あたりの
発行価額

１株あたりの
行使価額 行 使 期 間

第５回新株予約権
（2020年１月16日） 14,968個 当社普通株式

1,496,800株 100円 106円 2021年１月１日から
2025年８月２日まで

（注）1. 新株予約権の個数ならびに新株予約権の目的となる株式の種類および数は、期末日現在の数であり
ます。

2. 新株予約権者は、退職等により役員または使用人の地位を失う、もしくは顧問契約などの業務上の
協力関係を失った場合は、原則として権利を失います。

3. 新株予約権者は、その権利の譲渡には取締役会の承認を要します。

（2）当事業年度の末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

(4) その他新株予約権等に関する重要な事項
当社は、2020年１月16日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大および企業価

値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上させ、当社の結束力をさらに高める
ことを目的として、当社の取締役３名に対して、業績目標を達した場合にのみ権利行使が可能と
なる新株予約権（第５回新株予約権）を有償にて発行することを決議いたしました。当該決議に
基づき発行した新株予約権の概要は、上記（1）当事業年度末日現在の新株予約権等の状況のと
おりです。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の状況（2024年９月30日現在）
会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 吉 尾 春 樹 SS Technologies株式会社取締役

取 締 役 結 城 耕 造 SS Technologies株式会社代表取締役社長

取 締 役 石 川 雅 浩

取 締 役 大 村 浩 次 APAMAN株式会社代表取締役社長
Apaman Network株式会社取締役会長

取 締 役 高 橋 裕次郎 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士
APAMAN株式会社社外取締役

取 締 役 浅 子 正 明 公認会計士

常 勤 監 査 役 平 山 美智子 株式会社ビーアイエス総研代表取締役
SS Technologies株式会社監査役

監 査 役 島 田 敏 雄 ＬＭ虎ノ門南法律事務所 パートナー弁護士

監 査 役 高 橋 英 朗 米国公認会計士
株式会社内部統制機構代表取締役

（注）1. 高橋裕次郎および浅子正明の両氏は、社外取締役であります。
2. 平山美智子、島田敏雄および高橋英朗の各氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役高橋裕次郎および浅子正明の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役高橋英朗氏は、米国公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知

見を有しております。
５．当事業年度中の取締役の異動は、次のとおりであります。

結城耕造氏が2024年４月25日付で代表取締役を辞任いたしました。

2024年11月19日 17時57分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20240912_01(license)）



― 28 ―

（2）取締役および監査役の報酬等
当社は、取締役会にて審議・検討し、役員の報酬等の内容についての決定に関する方針を

決定しております。
① 報酬の額又はその算定方法の決定方針
・基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と考えていま

す。役員の報酬制度についても、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づ
き、当社の成長や企業価値の向上の実現のため、経営戦略や業績の達成を動機づける報酬
制度とします。
・基本報酬（金銭報酬）、業績連動報酬および非金銭報酬の額等の決定に関する方針
（報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業

績等を総合考慮して決定します。
業績連動報酬等は定めないものとします。取締役（社外取締役を除く）に対しては、株

価上昇および業績向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、株主総会において基
本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストックオプション（新株予約
権）を付与することがあります。個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、
個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して決定します。
・金銭報酬の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の
決定に関する方針
取締役（社外取締役を除く）に対しては、中長期的な企業価値向上に向けたインセン

ティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を
得た報酬上限額の範囲内において、ストックオプション（新株予約権）を付与することが
あります。個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、個別の取締役の役位、
職責、在任年数その他業績も総合考慮して決定します。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度における各取締役に支給する報酬については、取締役会決議に基づき代表取

締役社長である吉尾春樹氏にその具体的内容の決定を委任しております。代表取締役社長
は、取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、当社の業績等も踏まえ、株主総会で
決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の役位、職責等を評価す
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るには、これらを俯瞰的に把握できる立場にある代表取締役社長が最も適していると判断
したためです。
なお、 代表取締役社長は、独立社外取締役より意見・助言を踏まえて決定しているこ

とから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針
に沿うものであると判断しております。

② 報酬等の総額

区 分 支給人員
（名）

報酬等の額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

6
（2）

120,048
（7,200）

120,048
（7,200）

−
（−）

−
（−）

監 査 役
（うち社外監査役）

3
（3）

13,800
（13,800）

13,800
（13,800）

−
（−）

−
（−）

計
（うち社外役員）

9
（5）

133,848
（21,000）

133,848
（21,000）

−
（−）

−
（−）

（注）1. 当事業年度末現在の取締役は６名（うち社外取締役は２名）、監査役は３名（うち社外監査役は３
名）であります。

2. 基本報酬の額は、2012年12月14日開催の第31回定時株主総会において、年額取締役282,800千円
以内（うち社外取締役分56,000千円以内）、監査役44,000千円以内と決議されております。なお、
当該決議に係る取締役の員数は、７名（うち社外取締役１名）、監査役の員数は３名です。

3. 非金銭報酬等の額は、2015年12月25日開催の第34回定時株主総会において、基本報酬と別枠で、
年額70,000千円以内の範囲でストックオプションとしての新株予約権を報酬等として発行すること
につき、決議されております。なお、当該決議に係る取締役の員数は、社外取締役２名を除く４名
です。
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（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

社外役員の兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。
② 当事業年度における出席状況、主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関し

て行った職務の概要

取締役会への出席状況 監査役会への出席状況 主な活動状況および社外取締役に期待
される役割に関して行った職務の概要

取締役 高橋裕次郎 16回中 16回 ―
弁護士としての専門的見地に基づき、
独立した立場から当社経営を適切に監
督するとともに、企業法務・経営全般
に関して適宜発言を行っております。

取締役 浅子 正明 16回中 16回 ―

公認会計士としての長年の経験と幅広
い見識に基づき、独立した立場から当
社経営を適切に監督するとともに、財
務会計・経営全般に関して適宜発言を
行っております。

監査役 平山美智子 16回中 16回 11回中 11回
会社経営者としての豊富な経験と幅広
い見識に基づき、経営全般の観点から
適宜発言を行っております。

監査役 島田 敏雄 16回中 16回 11回中 11回
弁護士としての実務を通じて培われた
豊富な経験と高い見識から、当社にお
ける監査体制について、適宜発言を行
っております。

監査役 高橋 英朗 16回中 16回 11回中 11回
米国公認会計士としての専門的見地な
らびに会社経営者としての豊富な経験
と幅広い見識から、当社の監査業務に
ついて、適宜発言を行っております。

（注） 当社は、社外役員がやむを得ず欠席する場合にも、事前の資料配付や審議事項に関する意見聴取等を
行うことにより、議案審議等に関与できる環境を整えております。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任の責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結しておりま
す。
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（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の会社法上の取締役、監査役
および執行役員制度上の執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金

および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為
であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由が
あります。

5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

（2）報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 22,000千円
② 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益

の合計額
22,000千円

（注）1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金
融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分で
きませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根
拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
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（5）会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
イ．処分対象

太陽有限責任監査法人
ロ．処分内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日まで。
ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場
したことに伴う契約の新規の締結を除く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監査
業務に係る審査）に関与することの禁止３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日ま
で。）

ハ．処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当

の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
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6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
（1）当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制
① コンプライアンス体制の強化を企図して、当社においては複数の社外取締役および社外監査

役を選任するとともに、取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等を制定し、当該規程
等に準拠した取締役の職務執行がなされ、取締役間における相互牽制システムが有効に働く
体制を整えております。

② コンプライアンス規程を制定し、体系的なコンプライアンス体制を整えております。
③ 経営理念・経営方針を受けて、従業員が遵守すべき行動指針をコンプライアンス・マニュア

ルにまとめ、従業員に対してその周知を図っております。
④ 階層別に必要なコンプライアンス研修を実施いたします。
⑤ 各部署にコンプライアンス推進担当者を配置し、経営会議の下に、コンプライアンス推進担

当者らを構成メンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、従業員全員にコンプライア
ンス意識の浸透を図ります。

⑥ 公益通報者保護法の施行を受けて、内部通報制度（コンプライアンス・ヘルプライン）を整
備し、従業員に対してその周知を図っております。

⑦ 内部監査室において、各部門の業務プロセスをモニタリングし、不正の発見・防止とプロセ
スの改善に努めております。

⑧ コンプライアンスに関する取組状況を、顧客・取引先・従業員・株主・投資家・地域社会そ
の他当社を取り巻く様々なステークホルダーに積極的に開示いたします。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
稟議規程・文書管理規程・個人情報保護規程を制定し、株主総会議事録・取締役会議事録・経

営会議議事録・稟議書・計算書類・法定書類、その他文書管理規程に定める文書を、関連資料と
ともに保存しております。

（3）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 経営、業務執行における一切の不確実性を有する事象で、「直接または間接に経済的損失が

発生する可能性」、「事業の継続を中断または停止させる可能性」、「信用を毀損しブランドイ
メージを失墜させる可能性」などに対して、リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を
制定し、主要なリスクに関する管理責任者を定めて、当該規程に依拠したリスク管理体制を
整えております。
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② リスク管理のうち、特に危機、緊急事態等の不測の事態が発生した場合に備えて、危機（緊
急事態）管理規程を制定し、社長を最高責任者とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大
防止、危機（緊急事態）の収束に向けて社内外からのノウハウや協力を得て、継続的に適切
かつ迅速な措置を実施するための体制を整えております。

（4）当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等に依拠して職務を執行するとともに、

効率的・合理的な経営計画および事業計画を策定・推進するために経営会議等を活用し、全社的
な業務の効率化を実現する体制を整えております。

（5）当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社を含めた内部統制システムを構築し、グループ全体におけるコンプライアンス体制、

企業集団内部統制の強化を推進いたします。
② グループ会社の取締役、執行役員が参加する経営会議を定期的に開催し、重要事項の決定と

情報の共有を図ってまいります。
③ 公益通報者保護法の施行を受け、グループ会社からの内部通報を受け付けてグループ全体で

自浄作用を発揮いたします。

（6）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項

① 内部監査室および管理部所属の従業員が監査役の指示を受け監査事項に必要な事項を行うこ
とで対応しており、当該使用人は監査役の補助業務に関し監査役の指揮命令下に置くものと
します。なお、監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務を優先するものとします。

② 内部監査室は、組織上、代表取締役社長の直轄下に設置され、その人事に関しては他の取締
役および部門等から独立しております。また、内部監査室は、監査計画を独自に設定して、
代表取締役社長の承認後に監査実務を執行し、監査報告書等を直接、代表取締役社長および
監査役に提出しております。
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（7）当社および当社子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役
への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保す
るための体制

① 定期的に開催される定時取締役会には、監査役も出席して、報告・審議・決裁事項等を取締
役と共有しております。また、経営会議等の会議についても、監査役がその必要性を認めた
場合に出席しております。

② 内部監査室が監査により知り得た重要な情報や内部監査報告書も、確実に監査役に報告され
る体制を整えております。

③ 取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したと
きは、直ちに監査役に報告することとします。

④ 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこ
ととしております。

（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 会社法に則り規程・監査手順を整備しております。
② 将来を見据えて実効的な監査を行うための体制を構築しております。
・代表取締役との間に定期不定期を問わず会合を持つための体制を構築しております。
・業務執行者等と積極的な意思疎通を図り、情報収集および監査役監査の環境整備に努めてお
ります。

・内部監査室および会計監査人との連携を図るための体制を構築しております。
③ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払いまたは償還等の請求があった場合には、

当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、
所定の手続きに従いこれに応じるものとします。

（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定めに従い、財務報告に係る

内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を行う体制を
整備し運用しております。
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（10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

コンプライアンス規程およびコンプライアンス・マニュアルにおいて、「反社会的勢力ある
いはその関係者および関係団体とは、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長す
るような行為は一切行わない」旨を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
に対しては、毅然とした態度で対応し、反社会的行為に加担しないことを基本方針としており
ます。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
上記の方針を定めたコンプライアンス規程およびコンプライアンス・マニュアルを従業員か

ら常時閲覧可能な状態にし、周知徹底を図っております。
また、管理部を対応統括部署として、管轄警察署などと連携して情報収集を行い、各事業部

門の相談窓口になるとともに、万一問題が発生した場合には顧問弁護士および警察等の専門家
に相談し、適切な対応がとれる体制を整備しております。

（11）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における主な取り組みは、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに対する取り組み
当社の取締役等および使用人に向けて、情報セキュリティ、個人情報保護、インサイダー取

引防止および法令の遵守に関する全社的な研修を実施し、コンプライアンス意識向上に向けた
取り組みを継続的に行いました。

② リスク管理に対する取り組み
当社の主要な損失の危険に関する事項は、経営会議および取締役会にて各事業部門の管理者

から定期的に報告が行われております。
③ 職務執行の適正および効率性の確保に対する取り組み

取締役会は、社外取締役２名を含む取締役６名で構成され、社外監査役３名も出席しており
ます。取締役会は、計16回開催し、各議案についての、審議、業務執行の状況等の監督を行っ
ております。

④ 監査役の職務の執行について
監査役は、監査計画に基づき監査を実施するとともに、原則として定時取締役会後に引き続

き監査役会を開催した上で、必要に応じて代表取締役、取締役等と監査内容についての意見交
換を実施いたしました。
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また、監査役は定期的に会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の
重要事項についての意見交換を実施いたしました。

⑤ 内部監査の実施状況について
内部監査室は、内部監査計画に基づき、次に掲げる監査ならびにモニタリングを実施し、取

締役会および監査役会に報告を行いました。
・当社における業務の適正性、法令遵守状況ならびにリスク管理状況に関する業務監査
・財務報告に係る内部統制監査
・内部通報制度の整備・運用状況モニタリング

7. 会社の支配に関する基本方針
特記すべき事項はありません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要

課題の一つとして位置付けております。
株主の皆様に対する利益配分につきましては、株主重視の基本政策に基づき、将来にわたる安

定配当の維持と企業体質の強化ならびに今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を念頭に、利益
水準、財政状態および配当性向等を総合的に考慮した上で実施していく方針であります。
当事業年度の期末配当金につきましては、当社を取り巻く環境が依然として厳しいことから、

配当は無配とさせていただきました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 4,451,822 流 動 負 債 778,756

現 金 及 び 預 金 3,471,290 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 150,919
受取手形、売掛金及び契約資産 482,350 １年内償還予定の社債 100,000
仕 掛 品 83,675 １年内返済予定の長期借入金 50,000
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 203 未 払 金 256,866
前 払 費 用 61,291 未 払 費 用 4,652
未 収 入 金 322,382 未 払 法 人 税 等 194,269
そ の 他 144,099 未 払 消 費 税 等 1,646
貸 倒 引 当 金 △113,471 預 り 金 5,486

固 定 資 産 808,943 そ の 他 14,914
有 形 固 定 資 産 25,623 固 定 負 債 114,150
建 物 及 び 構 築 物 15,566 社 債 80,000
工 具、 器 具 及 び 備 品 10,056 長 期 未 払 金 28,098

無 形 固 定 資 産 233,801 資 産 除 去 債 務 2,541
の れ ん 136,249 そ の 他 3,510
営 業 権 90,180 負 債 合 計 892,907
ソ フ ト ウ エ ア 5,081 （ 純 資 産 の 部 ）
そ の 他 2,290 株 主 資 本 4,325,211

投 資 そ の 他 の 資 産 549,519 資 本 金 1,706,476
投 資 有 価 証 券 347,762 資 本 剰 余 金 3,542,739
関 係 会 社 株 式 127,698 利 益 剰 余 金 △915,917
その他の関係会社有価証券 15,600 自 己 株 式 △8,086
長 期 前 払 費 用 4,220 その他の包括利益累計額 10,877
繰 延 税 金 資 産 40,967 その他有価証券評価差額金 10,877
そ の 他 13,270 新 株 予 約 権 23,948

非 支 配 株 主 持 分 7,821
純 資 産 合 計 4,367,859

資 産 合 計 5,260,766 負 債 純 資 産 合 計 5,260,766
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連 結 損 益 計 算 書
（2023年10月１日から）2024年９月30日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,310,898
売 上 原 価 1,784,872
売 上 総 利 益 526,025
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 941,336
営 業 損 失 415,310
営 業 外 収 益

受 取 利 息 133
受 取 配 当 金 8,788
助 成 金 収 入 3,921
業 務 受 託 収 入 5,000
償 却 債 権 取 立 益 5,319
そ の 他 1,441 24,603

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,230
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,426
支 払 手 数 料 12,818
為 替 差 損 17,928
寄 付 金 400
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 62,000
そ の 他 8,387 109,192

経 常 損 失 499,899
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 110,962
関 係 会 社 株 式 売 却 益 995,674 1,106,637

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 6,341
減 損 損 失 1,778,803
投 資 有 価 証 券 売 却 損 3,427
投 資 有 価 証 券 評 価 損 37,525
関 係 会 社 株 式 売 却 損 98,617
店 舗 閉 鎖 損 失 7,835
組 織 再 編 費 用 32,384 1,964,936

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,358,198
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 176,626
法 人 税 等 調 整 額 △8,597 168,029

当 期 純 損 失 1,526,227
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,380
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,531,607
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連結株主資本等変動計算書
（2023年10月１日から）2024年９月30日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当期首残高 1,706,476 3,542,739 615,690 △8,086 5,856,819
当期変動額
親会社株主に帰属する
当期純損失 △1,531,607 △1,531,607
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △1,531,607 △0 △1,531,608
当期末残高 1,706,476 3,542,739 △915,917 △8,086 4,325,211

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権非支配株主持分純 資 産 合 計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 5,684 △113,622 △107,937 23,948 9,627 5,782,458
当期変動額
親会社株主に帰属する
当期純損失 △1,531,607
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 5,192 113,622 118,814 ― △1,805 117,009

当期変動額合計 5,192 113,622 118,814 ― △1,805 △1,414,598
当期末残高 10,877 ― 10,877 23,948 7,821 4,367,859
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連 結 注 記 表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社
主要な連結子会社の名称 SS Technologies㈱

全管協ポータルサイト㈱
akibaco㈱
SSサポート㈱

連結の範囲の変更 当連結会計年度において、清算結了した㈱Ｓ２ｉを連結の範囲から除外
しております。
また、当連結会計年度において、SystemSoft U.S.A.,Corporationの株
式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
なお、SS Service㈱については、2024年7月8日付で株式の譲渡をしたことにより、非連結子会社か
ら除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の非連結子会社及び関連会社数
該当事項はありません。

(2) 持分法を適用していない関連会社の状況
主要な会社等の名称 アビスパ福岡㈱
持分法を適用しない理由
当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適
用範囲から除外しております。
なお、SS Service㈱については、2024年7月8日付で株式の譲渡をしたことにより、持分法を適用

していない非連結子会社から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
関係会社株式
移動平均法による原価法

その他の関係会社有価証券及びその他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産
仕掛品 個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料及び
貯蔵品

個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した附属設備及び構築物については、定額法）

② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

営業権
10年間の定額法により償却を行っております。

商標権
10年間の定額法により償却を行っております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④ 長期前払費用
定額法
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(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 受注損失引当金
受注案件における将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持受注案件のうち将来の

損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、その損失見込額を
計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）等は以下のとおりであります。

テクノロジー事業
Web技術をベースとするシステム開発、不動産事業に関するシステム開発のノウハウを活かして、SS

クラウドシリーズ、SSペイメントシリーズを含めたSaaSの提供を行っております。
主として受託開発については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に

かかる進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開
発原価が、予想される開発原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引
開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いソフトウエア開発契約につ
いては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識しております。

オープンイノベーション事業
異業種・異分野が持つ技術やアイデア等を取り入れ、スタートアップ企業への事業立ち上げ等のコンサ

ルティング、イノベーションの場の提供のため、イベントの開催、コワーキングスペースの運営を行って
おります。
主としてコンサルティングについては、事業立ち上げや企業運営に関わる経営支援、株式売却・取得支

援であり、採択をもって履行義務が充足すると判断しております。そのため成功報酬については採択発表
の属する月に収益を計上しております。
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(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 繰延資産の処理方法

社債発行費
支出時に全額費用処理しております。

② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
③ のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、投資効果の発現する期間を見積り、20年間以内で均等償却を行っており
ます。

会計上の見積りに関する注記
1. 貸倒引当金
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
連結貸借対照表における貸倒引当金（流動）の計上額 113,471千円
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

債権の貸倒れによる損失に備えるため、売掛金や未収金、貸付金等の債権について、一般債権については、
滞留期間や内容によって一定のルールのもと貸倒引当金を算定しており、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては、個別に財政状態、経営成績等を考慮して算定した回収不能見込額を貸倒引当金として計上しており
ます。
相手先の財政状態が悪化した場合や滞留債権が増加した場合には貸倒引当金を積み増すことがあり、翌連

結会計年度以降に重要な影響を与える可能性があります。
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2. 企業結合により取得したのれんの評価
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当社グループは、新規事業展開を目的として、複数の会社に対して合併等による企業結合を行っており、
当連結会計年度末の連結貸借対照表において、次のとおりのれんを計上しております。
連結貸借対照表におけるのれんの計上額 136,249千円
うち テクノロジー事業（SSサポート㈱） 136,249千円
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

のれんについては、のれんが生じている各被取得企業の事業を一つのグルーピング単位（以下、「各事業」
といいます。）として、各事業の事業計画の達成状況をモニタリングすることによって、減損の兆候の有無を
検討しております。減損の兆候を識別した場合には、各事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの
総額を各事業の事業計画に基づき算定し、帳簿価額と比較して減損損失を認識するかどうかの判定をしてお
ります。減損損失を認識すべきと判定された場合、当該のれんについては、回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失として認識することとしております。
割引前将来キャッシュ・フロー算定の基礎となる各事業の事業計画は、経営者による仮定により策定され

ており、将来の不確実な市場環境や競争環境の変化等により、当該仮定の見直しが必要となった場合には翌
連結会計年度の連結計算書類における、のれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、当連結会計年度においては、オープンイノベーション事業（旧fabbit株式会社）に係るのれんについ

て1,105,577千円、テクノロジー事業（旧パワーテクノロジー株式会社・akibaco株式会社）に係るのれん
について558,726千円の減損損失を計上しておりますが、テクノロジー事業（SSサポート株式会社）に係る
のれんについては、減損の兆候はありません。

3. 市場価格のない有価証券の評価
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
連結貸借対照表における投資有価証券の計上額 294,005千円
連結貸借対照表における関係会社株式の計上額 127,698千円
連結貸借対照表におけるその他の関係会社有価証券の計上額 15,600千円
連結損益計算書における投資有価証券評価損の計上額 38,952千円
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループが保有する市場価格のない有価証券については、実質価額が著しく下落している場合におい
て、必要な評価減を行っております。投資先の実質価額は、投資先の過去の実績及び翌期以降の予算等を考
慮して見積っております。将来の経営環境の変動や投資先の業績不振等により期待した成果が上がらない場
合、翌連結会計年度の連結計算書類において評価損を計上する可能性があります。
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4. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
連結貸借対照表における繰延税金資産の計上額 40,967千円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

将来の事業計画により見積られた将来の課税所得に基づき、税効果会計を適用し、繰延税金資産を計上し
ております。当該課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける
可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類におい
て、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」（前連結会計年度331,472
千円）については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産に関わる減価償却累計額 96,921千円
減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 84,834,140株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる
株式の種類及び数
普通株式 1,496,800株
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等で行っており、また、資金調達については銀行
借入及び社債の発行により行っております。また、デリバティブ取引は利用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び債券、投資事業組合出資等であり、市場価格

の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
社債は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は2025年及び2027年であります。
長期借入金は、主に手元資金の一層の充実を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利

の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

営業債権につきましては、与信管理規程に基づき、担当部門において主要な取引先の状況を定期的に
モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念
の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券につきましては、主に投資先の財務状況や将来の事業計画を十分に検討したうえで、投

資の意思決定をすることで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスクの管理

投資有価証券につきましては、管理部門において定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等
を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
長期借入金につきましては、支払利息の変動リスクを制御するために、銀行や証券会社より金融商品

に関する情報を収集し定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであり

ます。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 受取手形、売掛金及び契約資産 482,350
(2) 未収入金 322,382

貸倒引当金（※4） △113,471
691,261 691,261 ―

(3) 投資有価証券及びその他の関係会社有価証券 53,757 53,757 ―
資産計 745,018 745,018 ―

(1) 社債
（１年内償還予定の社債を含む） 180,000 178,254 △1,745

(2) １年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000 ―
負債計 230,000 228,254 △1,745

（※1）「現金及び預金」、「支払手形及び買掛金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※2）市場価格のない株式等については、「投資有価証券及びその他の関係会社有価証券」には含めておりま
せん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 205,508

関係会社株式 127,698

その他の関係会社有価証券 15,600
（※3）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、

含めておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は88,496千円であります。
（※4）「受取手形、売掛金及び契約資産」及び「未収入金」に対して計上している貸倒引当金を控除しており

ます。
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（注）1. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,471,290 ― ― ―
受取手形、売掛金及び契約資産 482,350 ― ― ―
未収入金 322,382 ― ― ―

（注）2．社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

社債
（１年内償還予定の社債を含む） 100,000 40,000 40,000 ― ― ―

１年内返済予定の長期借入金 50,000 ― ― ― ― ―

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券及びその他の関係会社有価証券

その他有価証券

株式 53,757 ― ― 53,757

資産計 53,757 ― ― 53,757
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形、売掛金及び契約資産

未収入金

貸倒引当金

差引 691,261
資産計 691,261
社債
（１年内償還予定の社債を含む） ― 178,254 ― 178,254

１年内返済予定の長期借入金 ― 50,000 ― 50,000

負債計 ― 228,254 ― 228,254
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産
投資有価証券及びその他の関係会社有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金
これらの時価については、取引先の現状及び入金状況等により債権を分類し、回収不能見込額を控除

することで算定しており、レベル２の時価に分類しております。
負 債
社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

１年内返済予定の長期借入金
１年内返済予定の長期借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映することから

時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類
しております。

2024年11月19日 17時57分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20240912_01(license)）



― 51 ―

収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント

その他
（注）1 合計テクノロジー

事業
オープン

イノベーション
事業

計

一時点で移転される
財又はサービス 1,287,983 2,989 1,290,973 ― 1,290,973
一定の期間にわたり
移転される財又は
サービス

287,943 68,481 356,425 ― 356,425

顧客との契約から
生じる収益 1,575,927 71,471 1,647,399 ― 1,647,399

その他の収益（注）2 ― 663,498 663,498 ― 663,498

外部顧客への売上高 1,575,927 734,970 2,310,898 ― 2,310,898

（注）1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2. その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「連結計算書類作成のた

めの基本となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項 （4）重要な収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。
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3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 976,133

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 406,151

契約資産（期首残高） 312,678
契約資産（期末残高） 76,198
契約負債（期首残高） 32,059

契約負債（期末残高） 4,973
契約資産は、主に受注制作ソフトウエア開発契約において進捗度に応じて収益を認識することにより計

上した対価に対する権利であります。
契約負債は、主に受注制作ソフトウエア開発契約に係る顧客から事前に受け取った前受金であります。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、32,059千円で
あります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、

当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。未充足（又は部分
的に未充足）の履行義務は、当連結会計年度末において254,091千円であります。当該残存履行義務につ
いて、履行義務の充足につれて１年以内で収益を認識することを見込んでおります。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 51円13銭
2. １株当たり当期純損失 18円06銭
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重要な後発事象に関する注記
事業の譲渡

当社は、2024年11月８日の取締役会において、当社およびAPAMAN株式会社（本社：東京都千代田区、
代表取締役社長：大村 浩次）が行うレンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス、会議
室、イベントスペースおよびフランチャイズ事業およびfabbitが行うコンサルティング事業（専門家等の紹
介、Ｍ＆Ａ支援、上場支援、資金調達支援、スタートアップや中小企業の経営支援、出資に関する支援、アク
セラレーションプログラムおよびそれらに関する事業は除く。）を株式会社ティーケーピー（本社：東京都新
宿区、代表取締役社長：河野 貴輝）に承継することについて、３社間で協議を開始するにあたり、基本合意
書を締結することを決議いたしました。

１．事業譲渡に向けた基本合意書締結の理由
当社は、オープンイノベーション事業として、「スタートアップ企業」や「ベンチャー企業」、「企業の第二

創業」の支援、またそれら企業と大手企業とのビジネスマッチングを推進する施設として「fabbit」を運営し
てまいりました。今後は、当社が得意とするIT分野の活用を推進し、オープンイノベーションの提供、アライ
アンスサービスやFA（ファイナンシャル・アドバイザリー）などのコンサルティングに注力してまいります。
そのため、この度、レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス等の各事業に関する運営
は事業譲渡いたします。
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２．事業譲渡先の概要

（１）名称 株式会社ティーケーピー

（２）所在地 東京都新宿区市谷八幡町８番地

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 河野 貴輝

（４）事業内容 空間再生流通事業

（５）資本金 163億円（2024年２月末現在）

（６）設立年月日 2005年８月

（７）上場会社と当該会社
との間の関係

資本関係

記載すべき事項はありません。
人的関係

取引関係

関連当事者への該当状況

３．事業譲渡する事業の概要
（１）内容

当社およびAPAMAN株式会社がおこなうレンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフ
ィス、会議室、イベントスペース、これらに関わるフランチャイズの各事業を運営する「fabbit」事業。

（２）譲渡価額および決済方法
価格交渉を行い、現金での決済を予定しております。
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４．事業譲渡の日程
（１）基本合意書締結日：2024年11月８日
（２）最終契約締結日：2024年12月31日（予定）
（３）事業譲渡期日 ：2025年２月28日（予定）

５．今後の見通し
本件が2025年９月期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後開示すべき事

項が発生した場合は速やかに開示いたします。

その他の注記
企業結合等に関する注記
会社分割及び子会社株式の譲渡
当社は、2024年６月３日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるSS Service株式会社（2024

年７月８日付で株式会社Build up Serviceに社名変更）に対して、吸収分割の方法により、当社の東日本シス
テムソリューション部及びDXサービス推進部が行うソリューション事業に関する権利義務を承継（以下、「本
吸収分割」といいます。）させた上で、株式会社AGENTSMITH HOLDINGS（以下、「ASH社」）に対して、
SS Service株式会社の全株式を譲渡すること（以下、「本譲渡」といい、本吸収分割と併せて「本取引」とい
います。）を決議し、2024年６月３日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
これに基づき、本取引を2024年７月８日に実施いたしました。

１ 本取引の理由
SES事業においての集中戦略、及びAIを主体としたアクセラレーションプログラム（スタートアップや第二

創業企業への短期間で急成長を実現するための支援プログラム）への注力を主な目的として、当社の東日本シ
ステムソリューション部及びDXサービス推進部が行うソリューション事業について、子会社SS Service株式
会社への分割承継を経て、ASH社に譲渡いたしました。なお本譲渡を行うにあたって分割のストラクチャが事
業の継続性の視点で、譲渡先、当社株主、取引先、従業員などの各ステークホルダーに対して最適であると判
断いたしました。
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２ 本吸収分割の概要
（１）吸収分割の要旨
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称 東日本システムソリューション部及び DX サービス推進部が行うソリューション事業
事業の内容 システム開発、システムサービスの提供

②吸収分割効力発生日
2024年７月８日

③吸収分割の法的形式
当社を分割会社とし、SS Service株式会社を承継会社とする吸収分割（簡易・略式分割）方式

④その他取引の概要に関する事項
本吸収分割は株式譲渡を目的として実施したものであります。

（２）本吸収分割の会計処理の概要
本吸収分割は「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）
に基づき、共通支配下の取引として処理をしております。

３ 本譲渡の概要
（１）株式譲渡の要旨
①株式譲渡先企業の名称
株式会社AGENTSMITH HOLDINGS

②株式譲渡した子会社の名称及び事業内容
子会社の名称 SS Service株式会社
事業の内容 システム開発、システムサービスの提供

③株式譲渡日
2024年７月８日

④法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
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（２）実施した会計処理の内容
①譲渡損益の金額
関係会社株式売却益 995百万円

②譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 257 百万円
固定資産 0 〃
資産合計 258 百万円
流動負債 83 百万円
負債合計 83 百万円

③会計処理
当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上し
ております。

（３）譲渡した事業が含まれていた報告セグメント
テクノロジー事業

（４）当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている譲渡した事業に係る損益の概算額
売上高 649百万円
営業利益 144 〃
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減損損失に関する注記
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

資産グループ名 種類
テクノロジー事業 のれん
テクノロジー事業 ソフトウエア
テクノロジー事業 ソフトウエア仮勘定

オープンイノベーション事業 建物及び構築物
オープンイノベーション事業 工具、器具及び備品
オープンイノベーション事業 ソフトウエア

全社資産 ソフトウエア
１ 減損損失を認識するに至った経緯
（1）テクノロジー事業
① のれん

旧パワーテクノロジー㈱や子会社であるakibaco㈱に係るのれんについて、需要の低迷により当初予
定していた収益が見込めなくなったこと及び会社分割により事業を譲渡に伴い、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

② ソフトウエア
子会社であるakibaco㈱や子会社であるSS Technologies㈱に係るソフトウエアについて、需要の低

迷により当初予定していた収益が見込めなくなったこと及びマッチングシステムのサービス中止を決定
したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしまし
た。

③ ソフトウエア仮勘定
当連結会計年度において、自社利用のソフトウエアの開発中止を決定したことに伴い、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

（２）オープンイノベーション事業
① 建物及び構築物

事業の見通しが不透明となり、当初想定していた収益が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

② 工具、器具及び備品
事業の見通しが不透明となり、当初想定していた収益が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。
③ ソフトウエア

事業の見通しが不透明となり、当初想定していた収益が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。
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（３）全社資産
① ソフトウエア

次期において、システムの変更を計画しており、廃棄が見込まれることに伴い、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

２ 減損損失の金額
建物及び構築物 12,762 千円
工具、器具及び備品 4,464 千円
のれん 1,664,303 千円
ソフトウエア 74,122 千円
ソフトウエア仮勘定 23,149 千円
計 1,778,803 千円

３ 資産のグルーピングの方法
資産のグルーピングは、会社または事業を単位としてグルーピングを行っております。また、本社等、

特定の事業セグメントとの関連が明確でない資産については共用資産としております。

４ 回収可能価額
各資産グループの回収可能価額は、使用価値によって測定しておりましたが、将来キャッシュ・フロー

が見込めないため、零として評価をしております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結注記表に記載の金額は、表

示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2024年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 4,254,136 流 動 負 債 549,425

現 金 及 び 預 金 2,545,577 買 掛 金 33,288
売 掛 金 245,340 1年内償還予定の社債 100,000
契 約 資 産 32,563 1年内返済予定の長期借入金 50,000
仕 掛 品 9,125 未 払 金 150,205
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 203 未 払 費 用 4,584
前 払 費 用 58,726 未 払 法 人 税 等 193,509
未 収 入 金 1,251,322 預 り 金 5,452
立 替 金 141,643 そ の 他 12,384
そ の 他 104,619 固 定 負 債 114,150
貸 倒 引 当 金 △134,985 社 債 80,000

固 定 資 産 708,549 長 期 未 払 金 28,098
有 形 固 定 資 産 25,538 資 産 除 去 債 務 2,541
建 物 15,566 そ の 他 3,510
工 具 器 具 備 品 9,971 負 債 合 計 663,576

無 形 固 定 資 産 97,552 （ 純 資 産 の 部 ）
営 業 権 90,180 株 主 資 本 4,263,126
ソ フ ト ウ エ ア 5,081 資 本 金 1,706,476
そ の 他 2,290 資 本 剰 余 金 3,542,739

投 資 そ の 他 の 資 産 585,458 資 本 準 備 金 1,640,500
投 資 有 価 証 券 292,902 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,902,239
関 係 会 社 株 式 218,496 利 益 剰 余 金 △978,003
その他の関係会社有価証券 15,600 利 益 準 備 金 67,829
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 145,411 そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,045,832
長 期 前 払 費 用 4,220 繰 越 利 益 剰 余 金 △1,045,832
繰 延 税 金 資 産 40,967 自 己 株 式 △8,086
そ の 他 13,270 評 価 ・ 換 算 差 額 等 12,033
貸 倒 引 当 金 △145,411 その他有価証券評価差額金 12,033

新 株 予 約 権 23,948
純 資 産 合 計 4,299,108

資 産 合 計 4,962,685 負 債 純 資 産 合 計 4,962,685
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損 益 計 算 書
（2023年10月１日から）2024年９月30日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,165,241
売 上 原 価 1,652,126
売 上 総 利 益 513,114
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 846,434
営 業 損 失 333,319
営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,170
受 取 配 当 金 8,788
助 成 金 収 入 3,921
業 務 受 託 収 入 5,000
そ の 他 1,043 23,923

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,230
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,426
支 払 手 数 料 12,818
寄 付 金 400
そ の 他 9,118 29,994

経 常 損 失 339,390
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 110,363
関 係 会 社 株 式 売 却 益 845,674 956,038

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 6,341
減 損 損 失 1,361,773
投 資 有 価 証 券 評 価 損 36,438
店 舗 閉 鎖 損 失 7,835
子 会 社 清 算 損 2,567
組 織 再 編 費 用 32,384 1,447,342

税 引 前 当 期 純 損 失 830,694
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 175,539
法 人 税 等 調 整 額 △8,597 166,942

当 期 純 損 失 997,637
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株主資本等変動計算書
（2023年10月１日から）2024年９月30日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金
当期首残高 1,706,476 1,640,500 1,902,239 3,542,739 67,829 △48,194 19,634
当期変動額
当期純損失 △997,637 △997,637
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △997,637 △997,637
当期末残高 1,706,476 1,640,500 1,902,239 3,542,739 67,829 △1,045,832 △978,003

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △8,086 5,260,763 5,684 5,684 23,948 5,290,397
当期変動額
当期純損失 △997,637 △997,637
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 6,349 6,349 6,349

当期変動額合計 △0 △997,637 6,349 6,349 ― △991,288
当期末残高 △8,086 4,263,126 12,033 12,033 23,948 4,299,108
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個 別 注 記 表
重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

関係会社株式
移動平均法による原価法

その他の関係会社有価証券及びその他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産

仕掛品 個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び
貯蔵品

個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した附属設備及び構築物については、定額法）
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年で均等償却する方法を採用してお

ります。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエア
社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法

営業権
10年間の定額法により償却を行っております。

商標権
10年間の定額法により償却を行っております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 長期前払費用
定額法
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3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 受注損失引当金
受注案件における将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注案件のうち将来の損失が

見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、その損失見込額を計上して
おります。

4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）等は以下のとおりであります。

テクノロジー事業
Web技術をベースとするシステム開発、不動産事業に関するシステム開発のノウハウを活かして、SSク

ラウドシリーズ、SSペイメントシリーズを含めたSaaSの提供を行っております。
主として受託開発については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に

かかる進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開
発原価が、予想される開発原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引
開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いソフトウエア開発契約につ
いては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識しております。

オープンイノベーション事業
異業種・異分野が持つ技術やアイデア等を取り入れ、スタートアップ企業への事業立ち上げ等のコンサ

ルティング、イノベーションの場の提供のため、イベントの開催、コワーキングスペースの運営を行って
おります。
主としてコンサルティングについては、事業立ち上げや企業運営に係る経営指導料、株式売買手数料等

であり、採択をもって業務が充足すると判断しております。そのため成功報酬については採択発表の属す
る月に収益を計上しております。
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5. のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、投資効果の発現する期間を見積り、20年間以内で均等償却を行っております。

6. その他
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。

会計上の見積りに関する注記
1. 貸倒引当金
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額
貸借対照表における貸倒引当金（流動）の計上額 134,985千円
貸借対照表における貸倒引当金（固定）の計上額 145,411千円
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

２. 市場価格のない有価証券の評価
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額
貸借対照表における投資有価証券の計上額 239,145千円
貸借対照表における関係会社株式の計上額 218,496千円
貸借対照表におけるその他の関係会社有価証券の計上額 15,600千円
損益計算書における投資有価証券評価損の計上額 37,865千円
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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3. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額
貸借対照表における繰延税金資産の計上額 40,967千円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額

(減損損失累計額を含む)
76,276千円

2. 関係会社に対する短期金銭債権 1,251,371千円
3. 関係会社に対する短期金銭債務 4,670千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引
1. 売上高 75,917千円
2. 営業費用 110,997千円

営業外収益 10,085千円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 32,069株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
貸倒引当金 85,857千円
投資有価証券評価損 11,157 〃
関係会社株式評価損 262,968 〃
長期未払金 8,603 〃
その他 30,186 〃
繰延税金資産小計 398,773千円
評価性引当額 △352,444 〃

繰延税金資産合計 46,329千円
繰延税金負債
その他 5,361千円

繰延税金負債合計 5,361千円
繰延税金資産の純額 40,967千円

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、工具器具備品の一部については、所有権移転外ファイナンス・リ

ース契約により使用しております。
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関連当事者との取引に関する注記
1. 親会社及び法人主要株主等

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

その他の
関係会社

Ａｐａｍａｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋ㈱

被所有
直接
13.97

製品の販売等
役員の兼任

１名
製品の販売等 42,949 売掛金 50,424

その他の
関係会社
の親会社

ＡＰＡＭＡＮ㈱

被所有
直接
10.25
間接
13.97

製品の販売等
役員の兼任

２名
利息の支払 4,242 未払金 184

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1．上記金額のうち、取引金額及び未払金には消費税等は含まず、売掛金には消費税等を含んで

表示しております。
2．製品の販売の条件は、市場価格や総原価を勘案し、交渉の上で決定しております。
3．利息の支払いについては、割賦購入に係る利息であり、利率は市場金利を勘案し当事者間で

協議し、決定しております。
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2. 子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社
SS
Technologies
㈱

所有直接
100.00

役員の兼任
３名

資金の援助

利息の受取 2,175 その他
流動資産 66,287

経営指導料 ― 未収入金 986,000

子会社 全管協ポータル
サイト㈱

所有直接
100.00

役員の兼任
１名

資金の援助

資金の貸付 ― 関係会社
長期貸付金 145,411

利息の受取 2,910 その他
流動資産 14,638

製品の販売 ― 売掛金 33,846
支払の立替 6 立替金 71,242

関連
会社 アビスパ福岡㈱ 所有直接

36.90

役員の兼任
１名

業務受託

経営業務の
受託 5,000 売掛金 1,100

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2．上記金額のうち、取引金額及び関係会社長期貸付金及びその他流動資産には消費税等は含まず、
関係会社長期貸付金及びその他流動資産を除く期末残高には消費税等を含んで表示しておりま
す。

3．製品の販売及び経営業務の受託の条件は、市場価格や総原価を勘案し、交渉の上で決定してお
ります。
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３. 役員及び個人主要株主等

種 類 会社等の名
称

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈱ＡＳＮ
被所有
間接
24.22

役員の兼務
1名

投資有価証
券の売却 294,734 投資有価証

券売却益 103,764

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）株式の売買については、公開買付けの方法により、買付価額を１株につき729円で行っておりま

す。

収益認識に関する注記
連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 50円41銭
2. １株当たり当期純損失 11円76銭

重要な後発事象に関する注記
連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

その他の注記
企業結合等に関する注記
会社分割及び子会社株式の譲渡
当社は、2024年６月３日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるSS Service株式会社（2024

年７月８日付で株式会社Build up Serviceに社名変更）に対して、吸収分割の方法により、当社の東日本シス
テムソリューション部及びDXサービス推進部が行うソリューション事業に関する権利義務を承継（以下、「本
吸収分割」といいます。）させた上で、株式会社AGENTSMITH HOLDINGS（以下、「ASH社」）に対して、
SS Service株式会社の全株式を譲渡すること（以下、「本譲渡」といい、本吸収分割と併せて「本取引」とい
います。）を決議し、2024年６月３日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
これに基づき、本取引を2024年７月８日に実施いたしました。

１ 本取引の理由
SES事業においての集中戦略、及びAIを主体としたアクセラレーションプログラム（スタートアップや第二

創業企業への短期間で急成長を実現するための支援プログラム）への注力を主な目的として、当社の東日本シ
ステムソリューション部及びDXサービス推進部が行うソリューション事業について、子会社SS Service株式
会社への分割承継を経て、ASH社に譲渡いたしました。なお本譲渡を行うにあたって分割のストラクチャが事
業の継続性の視点で、譲渡先、当社株主、取引先、従業員などの各ステークホルダーに対して最適であると判
断いたしました。
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２ 本吸収分割の概要
（１）吸収分割の要旨
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称 東日本システムソリューション部及び DX サービス推進部が行うソリューション事業
事業の内容 システム開発、システムサービスの提供

②吸収分割効力発生日
2024年７月８日

③吸収分割の法的形式
当社を分割会社とし、SS Service株式会社を承継会社とする吸収分割（簡易・略式分割）方式

④その他取引の概要に関する事項
本吸収分割は株式譲渡を目的として実施したものであります。

（２）本吸収分割の会計処理の概要
本吸収分割は「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）
に基づき、共通支配下の取引として処理をしております。

３ 本譲渡の概要
（１）株式譲渡の要旨
①株式譲渡先企業の名称
株式会社AGENTSMITH HOLDINGS

②株式譲渡した子会社の名称及び事業内容
子会社の名称 SS Service株式会社
事業の内容 システム開発、システムサービスの提供

③株式譲渡日
2024年７月８日

④法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
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（２）実施した会計処理の内容
①譲渡損益の金額
関係会社株式売却益 845百万円

②譲渡した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 257 百万円
固定資産 ０ 〃
資産合計 258 百万円
流動負債 83 百万円
負債合計 83 百万円

③会計処理
当該譲渡株式の帳簿価額と売却価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しておりま
す。

（３）譲渡した事業が含まれていた報告セグメント
テクノロジー事業

（４）当事業年度に係る損益計算書に計上されている譲渡した事業に係る損益の概算額
売上高 649百万円
営業利益 144 〃
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減損損失に関する注記
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

資産グループ名 種類
テクノロジー事業 のれん

オープンイノベーション事業 建物及び構築物
オープンイノベーション事業 工具、器具及び備品
オープンイノベーション事業 ソフトウエア

全社資産 ソフトウエア
１ 減損損失を認識するに至った経緯
（1）テクノロジー事業
① のれん

会社分割により事業を譲渡したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として計上いたしました。

（２）オープンイノベーション事業
① 建物及び構築物

事業の見通しが不透明となり、当初想定していた収益が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

② 工具、器具及び備品
事業の見通しが不透明となり、当初想定していた収益が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。
③ ソフトウエア

事業の見通しが不透明となり、当初想定していた収益が見込めなくなったことに伴い、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。

（３）全社資産
① ソフトウエア

次期において、システムの変更を計画しており、廃棄が見込まれることに伴い、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。
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２ 減損損失の金額
建物及び構築物 12,762 千円
工具、器具及び備品 4,464 千円
のれん 1,325,623 千円
ソフトウエア 18,923 千円
計 1,361,773 千円

３ 資産のグルーピングの方法
資産のグルーピングは、会社または事業を単位としてグルーピングを行っております。また、本社等、

特定の事業セグメントとの関連が明確でない資産については共用資産としております。

４ 回収可能価額
各資産グループの回収可能価額は、使用価値によって測定しておりましたが、将来キャッシュ・フロー

が見込めないため、零として評価をしております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに個別注記表に記載の金額は、表示単位未満を

切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年11月18日

株式会社 システムソフト
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久 塚 清 憲 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 島 津 慎一郎 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社システムソフトの2023年10月１日から

2024年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社システムソフト及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年11月18日

株式会社 システムソフト
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久 塚 清 憲 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 島 津 慎一郎 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社システムソフトの2023年10月１

日から2024年９月30日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2023年10月１日から2024年９月30日までの第43期事業年度における取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年11月18日

株式会社システムソフト 監査役会
常勤監査役 平 山 美智子 ㊞
監 査 役 島 田 敏 雄 ㊞
監 査 役 高 橋 英 朗 ㊞

（注） 監査役平山美智子、島田敏雄及び高橋英朗は、社外監査役であります。

以 上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
福岡市中央区天神三丁目13番20号

アークホテルロイヤル福岡天神 ３階 孔雀の間
TEL 092（724）2222（代）

●福岡空港から車で約20分
●ＪＲ博多駅から車で約10分
●西鉄福岡（天神）駅から徒歩約７分
●地下鉄天神駅（Ｗ-12番出口/フタタ前）から徒歩約５分
●当会場には駐車場の用意がございませんので、公共交通機関を
ご利用くださいますようお願い申しあげます。
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